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費用の支給には申請が必要です
　国民健康保険と後期高齢者医療制度で、２年８月１日～
３年７月 31 日の医療と介護の自己負担額の合計が、年間の
自己負担限度額（12 ページの表）を超えた場合、申請する
と同負担額と同限度額の差額が後から支給されます（高額
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市内会場の受け付けは中止
　４年は、市内で確定申告の受け付けを行
いません。伊丹税務署や SR ビル伊丹に行く
のが難しい場合は、e-Tax か郵送で伊丹税務
署に提出してください。郵送の提出で申告
書の控えを希望する人は、確定申告書を郵
送する際に返信用封筒を同封してください。
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市・県民税申告の受け付け
対象者（住所別） 場所受け付け日時

①２月１日㈫～ 14 日㈪の平日
②２月 15日㈫～ 28日㈪の平日
③２月 20 日㈰・27 日㈰と
３月１日㈫～ 15 日㈫の平日

いずれも午前９時―午後５時

２月７日㈪～３月 15 日㈫の平日
午前９時―午後５時

３年に収入があった人

３年に収入がなかった人
（市内全域）

市役所２階
の市民税課

同１階の国民
健康保険課か
医療助成・年
金課

　配当所得・株式譲渡所得などは申告方法を選べます。
▶源泉徴収のみで納税を終わらせる
保険税（料）の算定対象となりません。

申告方法で算定対象が変わります

国民健康保険・後期高齢者医療制度
加入者の皆さんへ

▶確定申告を行う
　保険税（料）や高額療養費自己負担限度額などの算定対
象となります。ただし、確定申告書第二表・住民税に関す
る事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告
不要」欄に記載すれば算定対象外になります。一部を算定
対象とする人は、市・県民税納税通知書の発送（６月）ま
でに市民税課に申出書を提出してください。

問い合わせ　国民健康保険課  072（740）1170　医療助成・年金課  072（740）1108

医療・高額介護合算療養費）。
　同限度額を超えた金額が 500 円以下の場合は支給の対象
となりません。申請期限は５年７月 31 日㈪です。
　なお、高額療養費の支給がある場合は、その支給額を自
己負担額から差し引いた金額と、年間の自己負担限度額と
の差額を支給します。
　また、住民票上同じ世帯でも、加入している健康保険（国
民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合など）が異な
る場合は別世帯となり、自己負担額を合算できないので注
意してください。

対象者には申請の案内を送付します
　国民健康保険の対象者には２月下旬、後期高齢者医療制

確定申告の受付会場

～２月 15 日㈫の平日の午前９時―午後４時

伊丹税務署

２月16日㈬～３月 15 日㈫の平日と
２月 20 日㈰・27 日㈰の午前９時―午後４時
※昨年の会場とは異なります

SRビル伊丹１階 伊丹市中央３‐１‐17

①〒 666-00　 の地域と満願寺町
②〒 666-01 　の地域と市外
③市内全域

医療や介護で支払いのあった人は確認を

限度額を超えた差額が戻ってきます負担軽減

後期高齢者医療制度について　県後期高齢者医療広域連合　 078（326）2023
国民健康保険について　国民健康保険課給付担当　 072（740）2006問い合わせ

度の対象者には３月上旬に、申請の案内を送付予定です。
申請書に必要事項を書き、郵送で提出してください。
　ただし、対象期間中に加入保険が変わっている場合は、
案内ができません。自己負担の合計額が高額になっている
と思われる場合は、問い合わせてください。
　国民健康保険加入者は国民健康保険課給付担当 072
（740）2006 へ。
　後期高齢者医療保険加入者は県後期高齢者医療広域連合
078（326）2023 へ。

70 歳未満の国保加入者の自己負担限度額（年額）
所得区分（３年７月 31 日時点）

基礎控除後の所得合計が 901 万円超の世帯

基礎控除後の所得合計が 600 万円超 901 万円
以下の世帯

基礎控除後の所得合計が 210 万円超 600 万円
以下の世帯

基礎控除後の所得合計が 210 万円以下の世帯

世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯

※合計する所得は世帯内の国保加入者全員分

限度額

212 万円

141 万円

67 万円

60 万円

34 万円

70 歳以上の国保・後期高齢者医療加入者の自己負担限度額（年額）
所得区分（３年７月 31 日時点）

（国保）住民税課税標準額が 690 万円以上の 70 歳以上
の国保加入者がいる世帯
（後期）住民税課税標準額が 690 万円以上の後期高齢者
医療加入者がいる世帯

（国保）住民税課税標準額が 380 万円以上 690 万円未満
で 70 歳以上の国保加入者がいる世帯
（後期）住民税課税標準額が 380 万円以上 690 万円未満
の後期高齢者医療加入者がいる世帯

（国保）住民税課税標準額が 145 万円以上 380 万円未満
で 70 歳以上の国保加入者がいる世帯
（後期）住民税課税標準額が 145 万円以上 380 万円未満
の後期高齢者医療加入者がいる世帯

（国保）世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
（後期）世帯全員が住民税非課税の世帯

（国保・後期）上記以外

（国保）世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、必
要経費と控除を差し引いた所得が０円の世帯
（後期）世帯全員が住民税非課税で必要経費と控除を差
し引いた所得が０円の世帯

限度額

212 万円

141 万円

67 万円

31 万円

56 万円

19 万円

伊丹市千僧１‐ 47 ‐３
〒 664-0898

〒 664-0851


